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【手続補正書】
【提出日】平成27年10月12日(2015.10.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸素を含む下地絶縁層と、
　前記下地絶縁層上に設けられた島状の酸化物積層と、
　前記島状の酸化物積層の上面の一部と接する領域と、前記島状の酸化物積層のチャネル
形成方向における側面と接する領域と、を有する第１のソース電極層と、
　前記島状の酸化物積層の上面の一部と接する領域と、前記島状の酸化物積層のチャネル
形成方向における側面と接する領域と、を有する第１のドレイン電極層と、
　前記第１のソース電極層上に設けられ、前記酸化物積層の上面の一部に接する領域を有
し、金属窒化物を含む第２のソース電極層と、
　前記第１のドレイン電極層上に設けられ、前記酸化物積層の上面の一部に接する領域を
有し、金属窒化物を含む第２のドレイン電極層と、
　前記第２のソース電極層上及び前記第２のドレイン電極層上に設けられ、前記第２のソ
ース電極層及び前記第２のドレイン電極層との間で前記酸化物積層の上面の一部と接する
領域を有するゲート絶縁層と、
　前記ゲート絶縁層を介して前記酸化物積層と重畳する領域を有するゲート電極層と、
　前記ゲート絶縁層上及び前記ゲート電極層上に接して設けられた保護絶縁層と、を有し
、
　前記酸化物積層は、少なくともチャネルを形成する酸化物半導体層と、前記酸化物半導
体層と前記下地絶縁層との間に設けられた第１の酸化物層と、前記酸化物半導体層と前記
ゲート絶縁層との間に設けられた第２の酸化物層と、を含み、
　前記下地絶縁層と前記ゲート絶縁層とは、前記島状の酸化物積層の外周部において接す
る領域を有し、
　前記保護絶縁層は、前記ゲート絶縁層よりも酸素に対する透過性が低い半導体装置。
【請求項２】
　酸素を含む下地絶縁層と、
　前記下地絶縁層上に設けられた島状の酸化物積層と、
　前記島状の酸化物積層の上面の一部と接する領域と、前記島状の酸化物積層のチャネル
形成方向における側面と接する領域と、を有する第１のソース電極層と、
　前記島状の酸化物積層の上面の一部と接する領域と、前記島状の酸化物積層のチャネル
形成方向における側面と接する領域と、を有する第１のドレイン電極層と、
　前記第１のソース電極層上に設けられ、前記酸化物積層の上面の一部に接する領域を有
し、金属窒化物を含む第２のソース電極層と、
　前記第１のドレイン電極層上に設けられ、前記酸化物積層の上面の一部に接する領域を
有し、金属窒化物を含む第２のドレイン電極層と、
　前記第２のソース電極層上及び前記第２のドレイン電極層上に設けられ、前記第２のソ
ース電極層及び前記第２のドレイン電極層の間で前記酸化物積層の上面の一部と接する領
域を有するゲート絶縁層と、
　前記ゲート絶縁層を介して、前記酸化物積層と重畳する領域と、前記第２のソース電極
層と重畳する領域と、前記第２のドレイン電極層と重畳する領域と、を有するゲート電極
層と、を有し、
　前記酸化物積層は、少なくともチャネルを形成する酸化物半導体層と、前記酸化物半導
体層と前記下地絶縁層との間に設けられた第１の酸化物層と、前記酸化物半導体層と前記
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ゲート絶縁層との間に設けられた第２の酸化物層と、を含み、
　前記下地絶縁層と前記ゲート絶縁層とは、前記島状の酸化物積層の外周部において接す
る領域を有し、
　前記保護絶縁層は、前記ゲート絶縁層よりも酸素に対する透過性が低い半導体装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２において、
　前記酸化物半導体層、前記第１の酸化物層、及び前記第２の酸化物層の各々は、Ｉｎ－
Ｍ－Ｚｎ酸化物（ＭはＡｌ、Ｔｉ、Ｇａ、Ｙ、Ｚｒ、Ｌａ、Ｃｅ、ＮｄまたはＨｆ）であ
り、
　前記第１の酸化物層及び前記第２の酸化物層は、Ｉｎに対するＭの原子数比が前記酸化
物半導体層よりも大きい半導体装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一において、
　前記酸化物半導体層は、結晶部を含み、
　前記結晶部のｃ軸は、前記酸化物半導体層の表面の法線ベクトルに平行である半導体装
置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一において、
　前記第１のソース電極層及び前記第１のドレイン電極層は、前記第２のソース電極層及
び前記第２のドレイン電極層よりも酸素と結合しやすい材料を含む半導体装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一において、
　前記保護絶縁層に含まれる水素濃度は、５×１０１９ｃｍ－３未満である半導体装置。
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